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千葉市発達障害者支援センターでは千葉市より委託を受け、千葉市内の幼稚園・保育所（園）・認定子ども園を対象に、     

巡回相談（千葉市発達障害等に関する巡回相談事業「すくすくサポート」）を実施しています。 

 

○巡回相談とは？ 

  お子さんの所（園）でのご様子を観察させていただき、保護者の方・先生方からの発達に    

関するご相談をお受けいたします。 
 

○対象 

年少・年中・年長のお子さんを対象とします。障害の診断の有無は問いませんが、原則、他

の支援機関への通所や継続的な相談を受けていない方を対象とさせて頂きます。不明な点等ご

ざいましたら、お問い合わせください。 
                              

 

・コミュニケーションが取りづらい ・興味の幅が狭い  

・友達と上手く遊べない        ・ルールを守れない 

・我慢できない               ・落ち着きがない 

・読み書きや運動が極端に苦手       などなど･･･ 

 

①保護者の方から所（園）の先生に、利用希望をお伝えください。 

②所（園）から、センターにお申し込みをしていただきます。 

③センターの職員が訪問し、観察・相談を行います。 

このようなことでお困りではありませんか？ 

一人ひとりに合ったかかわりを持つことで、

苦手を補い、さまざまな力を身につけること

が可能です。 

詳しくは所（園）の先生にお問い合わせくだ

さい。 

 
 

 

 

 

実施の流れ 

 

お子さんの『ちょっと気になる』ところ･･･ 

本人の努力不足？ 

育て方が悪いのかな･･･ 
 

【お問い合わせ】 

千葉市発達障害者支援センター 

TEL：043-303-6088 

FAX：043-279-1353 
 


